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 令和３年９月１日（水）  場所 委員会室 

 ○出席議員 

    議長        青木  健        新しい議会     藤江 竜三 

    副議長       藤田 貴裕        立憲民主党     稗田美菜子 

    自由民主党     遠藤 直弘        こぶしの木     上村 和子 

    社民・ネット・緑と風 重松 朋宏        みらいのくにたち  望月 健一 

    日本共産党     高原 幸雄        樹木の会      石塚 陽一 

    公明党       小口 俊明        耕す未来＠くにたち 小川 宏美 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○議会事務局職員 

    議会事務局長    内藤 哲也        議会事務局次長補佐 佐藤 修平 

    議会事務局次長   古沢 一憲        庶務調査係員    馬場 雅人 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○協議事項 

  ◎議長挨拶 

  議題１．市議会の新型コロナウイルスの対応について 

 

  ※ 国立市総合基本計画について 
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午後５時１分開会 

◎議長挨拶 

○【青木健議長】 本会議終了後のお忙しいところ、会議に御出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。本日も新型コロナウイルス感染症予防として、窓を開け、三密を防ぎつつ、短時間で終

了したいと考えておりますので、皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、会派会議を開会いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

議題１．市議会の新型コロナウイルスの対応について 

○【青木健議長】 まず、議題１と致しまして、市議会の新型コロナウイルスの対応についてについ

てですが、このたびは、皆様にも大変御心配、また御理解を賜りましたが、市議会において新型コロ

ナウイルス感染者が発生いたしました。本会議冒頭でも述べさせていただきましたが、大切なことは、

決して誰にもうつさないことだと私は考えております。 

 今回の件におきまして、市議会として、新型コロナウイルスの対応についての決まり、申合せ等は

ございませんでした。議長と致しまして、副議長、当該会派代表と話合いの場を持ちまして、今回は

市と同様の対応をしていくと三者で確認し、対応してきたところでございます。 

 本日お集まりいただきましたのは、今後、市議会において新型コロナウイルスが発生した場合、今

回と同様の対応をしていくとの確認をしておいたほうがよいとのことではないかと考えているところ

でございます。市の対応、例えば感染した場合の復帰の目安、濃厚接触者の定義等は、一般社団法人

日本渡航医学会、公益社団法人日本産業衛生学会が作成している「職域のための新型コロナウイルス

感染症対策ガイド」及び国立感染症研究所感染症疫学センターが作成している「新型コロナウイルス

感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」に基づいており、多摩立川保健所も基本的に同内容の

対応をしていると考えられるところでございます。 

 資料として、一番分かりやすい職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドの表紙とまとま

っているページを配付してございます。皆様方の御意見を賜りたいと思います。いかがでございまし

ょうか、このような対応をさせていただくということで。遠藤議員。 

○【遠藤直弘議員】 今、議長がお示しになられた市に準じた対応というのが私もベストだと。それ

しか基準がないと言っても過言ではないので、その基準に沿って対応するべきだと考えます。以上で

す。 

○【上村和子議員】 これを読ませていただいたんです。これって原則は書かれているんですけど、

今回の場合を具体的に取ってみて、もう一度検証させていただきたいんです。今回は○○議員が感染

したんだけれど、私たちが伝え聞いたところでは、濃厚接触…… 

○【青木健議長】 上村議員、ちょっと個人名は。 

○【上村和子議員】 そうですか。 

○【青木健議長】 録音が入っていますので、伏せてください。ちょっと待って。（「どうぞ」と呼

ぶ者あり） 

○【上村和子議員】 いいんですか。（「上村さんでしょう」と呼ぶ者あり） 

○【青木健議長】 発言の取消しを、ちょっと申し出ていただけますか。（「発言を続けて」と呼ぶ

者あり） 

○【上村和子議員】 じゃ、名前を伏せるんですね。 
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○【青木健議長】 はい、一部。 

○【上村和子議員】 すみません。最初に御挨拶なさったから、それで言っていいのかなと思ったん

ですけれど。 

 その報告の中で、保健所に、当該の感染した議員が聞いたんです。濃厚接触者はこういうのが考え

られるんだけどと言ったんだけど、報告で受けているのは、もう保健所が追跡できないから、それは

そちらで判断してくださいと、こう言われたということを議長づてで聞いているんですよ。問題はそ

こだと思うんですよね。結局、保健所が濃厚接触者だとか、ちゃんと言ってくれればいいんだけれど

も、保健所が追跡できない状況の中でどうするかという話が今回のことで、本当に当該の会派はとて

もよくやられて、上部組織ともちゃんと相談されて万全の体制を取ったんですけれども、ここでちょ

っと確認しておきたいのは、保健所が追跡ができないと言ったのは、そちらで濃厚接触かどうかとい

うのを判断していただきたいと言われたのは事実かどうかというのをちょっと確認したいんですけど。

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○【青木健議長】 上村議員、先ほどの発言の訂正を正式に。その部分について発言していただけま

すか。 

○【上村和子議員】 何て言えばいいですか。 

○【青木健議長】 発言の訂正についてを。 

○【上村和子議員】 何て言えばいいですか。（「個人名」と呼ぶ者あり） 

○【青木健議長】 ごめんなさい、取消しについて。（「自分で、自ら」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子議員】 始まる前だから。ちょっと待って、今のところ、オフレコだよね。 

○【青木健議長】 いや、違います。（「いやいやいや」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子議員】 ちょっと待って、ちょっと待って。さっきの挨拶というのは、じゃ、入らない

ということですか。（「入っていないよ」と呼ぶ者あり） 

○【青木健議長】 はい。 

○【上村和子議員】 そうなんですか。分かりました。じゃ、発言の訂正をします。 

○【青木健議長】 はい。 

○【上村和子議員】 いいですか。でも…… 

○【青木健議長】 取消しを。一部取消しということで申し出てください。 

○【上村和子議員】 だけど、すみません、それでいいですか、一部取り消します。 

○【青木健議長】 はい。 

○【上村和子議員】 でも、取り消しますけど、私は、本来、議員は、感染した場合は名前を出して

いいと思っている立場です、議員としては。国会議員は名前を全部出していますから、秘書まで。で

すから、市議会議員でも議員は感染した場合、ちゃんと名前を公表すべきだというのが私の意思です。 

 でも、それは、ここでみんなで決めたことは、まだ決まっていないので、そこは。ですから、みん

なのルールの中で、先ほどのものは取り消します、一部。議長のほうで計らってください。いいです

か。 

○【青木健議長】 分かりました。（「議長」と呼ぶ者あり）ただいま、上村議員から発言の一部取

消しの申出がありましたので、議長において判断させていただきます。（「議長」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子議員】 ちょっと待って、私の質疑の答え。 

○【青木健議長】 ちょっとまだ答弁。（「はい」と呼ぶ者あり） 
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○【上村和子議員】 まだ、まだ。何か引っかかるのかな。（「じゃなくて」と呼ぶ者あり） 

○【青木健議長】 ちょっとお待ちください。まだ、上村議員の発言に対しての答弁が出ておりませ

んので。 

○【上村和子議員】 そうそう。だから、ちょっとその事実を確認したいんです。 

 それで、問題はそこだと思っているんです。保健所が機能していないときに、こちらが自主的に判

断しなきゃいけないから、事業所の何かルールが出てきたと思うんですけれども、そこが、自分たち

が、それでいいんですよね、解釈としては。 

 例えば保健所が言ってくれたら何の問題もないわけですよ。保健所が、あなたは濃厚接触者だと言

ってくれたら今回は何も問題なかったんだけど、今回、違っていたから……（「議長、発言を求めま

す」と呼ぶ者あり）止める。（「その後、発言してください」と呼ぶ者あり） 

 何か私のせいにしている。（「いや、せいじゃなくて、せいじゃない」と呼ぶ者あり） 

○【望月健一議員】 当事者、そして、濃厚接触者の、自由闊達な議論を進める上で、また当事者、

そして濃厚接触者の機微な情報に触れる可能性もありますので、これは暫時休憩をしながら進めるべ

きではないでしょうか。 

○【上村和子議員】 なるほど。そっちのほうがいいか。みんながよければ。 

○【青木健議長】 それでは、暫時休憩と致します。 

午後５時９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後５時４０分再開 

○【青木健議長】 休憩を閉じて、会派会議を再開いたします。 

 それでは、暫時休憩中に御闊達な御議論を頂きまして、誠にありがとうございます。必要に応じて

専門家のアドバイス等を求めるなど、積極的な対応を取らせていただきたいと思いますので、よろし

く御理解のほど、お願いをさせていただきます。 

 それでは、一応、この感染症対策ガイドというものを基本に据える中において、今後の対応を図っ

てまいりたいと思いますので、そちらについても御理解のほど、お願いを致します。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

※ 国立市総合基本計画について 

○【青木健議長】 続きまして、国立市総合基本計画について御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

 先日、市長から第５期基本構想第２次基本計画を第３回定例会の各常任委員会に報告させていただ

きたいと。そして、その後、書面にて、皆様方から御意見を頂いた上で、市として計画決定をさせて

いただきたいとの話がございました。以上、御理解のほど、お願いを申し上げたいと思いますが、い

かがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【青木健議長】 あまり長時間にならず、皆様の御協力賜りましたことを厚く御礼を申し上げまし

て、これで会派会議を終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

午後５時４１分閉会 


